
公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和６年度）

１　基本情報（現年７月１日現在）

２　出資等の状況（直近の決算現在）

（単位：千円）

※「出資等」とは、地方自治法に基づく「出資又は出捐」をさします。

※「資本金等」とは、地方自治法に基づく「資本金、基本金その他これらに準ずるもの」をさします。

【内訳】

※四捨五入の影響で、割合の合計が100％にならないことがあります。

※一定の同質性がある場合や割合上位５者以外は、まとめていることがあります。

※まとめた場合、順位は「―」としており、まとめた者の中で最も高い出資割合は備考をご覧ください。

　この法人は南房総国定公園勝浦海中公園内にレクリエーショ
ン・教養文化施設を建設し、これらの施設の管理運営を適切かつ
能率的に行うことにより、広く利用者の教養の向上と人間性の回
復、自然保護思想のかん養と海中公園地区の保護を図り、もって
公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

備考

該当なし

該当なし

035,000

左記全体に
占める割合

42.86%

28.57%

28.57% 0新勝浦市漁業協同組合

出資等の合計

資本金等の金額 資本金等以外の金額

出資等の対象の区分

10,000

定款に定める
設立の目的

該当なし

0

0

団体名 （県）所管所属

代表者
職氏名

電話番号

35,000

左記割合の
順位

1位

2位

直近の決算
承認日

所在地

【設立趣意の概要】
　昭和４９年６月、勝浦海中公園は様々な海藻が群生し房総沖の
寒流と暖流の影響により特異な水産生物が見られるところから、
「勝浦海中公園地区」は全国４０番目の海中公園として国（環境
庁）から指定された。そこで、千葉県と地元が一致協力し、自然
保護思想のかん養と、海中公園地区の保護のため、レクリエー
ション・教養文化施設の整備を推進することとした。

【略歴】
S52.2　(財)千葉県勝浦海中公園センター設立
S54.3　ビジターセンター（資料館）完成
S55.9　海中展望塔完成（同年１１月営業開始）
H25.4　一般財団法人へ移行

電話番号

団体ＨＰの
ＵＲＬ

資本金等の
金額（千円）

15,000

10,000

資本金等以外の
金額（千円）

出資等した者

千葉県

勝浦市

経営方針（団体代表者が記入）

当初設立
年月日

設立の経緯
団体の略歴

商工労働部観光政策課

043-223-2416

令和6年6月20日

一般財団法人　千葉県勝浦海中公園センター

会長　照川由美子

千葉県勝浦市吉尾１７４

0470-76-2955

https://www.katsuura.org

昭和52年2月1日

　当海中公園センターは、昭和５５年１１月に展
望塔の運営、営業開始以来、４０年以上の歴史を
刻みこの間、平成２６年８月には、入場者の累計
が1,000万人を突破するなど、多くの人に親しま
れてきた。
新型コロナウイルスの影響により令和元年度から
入場者数が減少し、特に令和２年度は６万８千人
まで落ち込んだが、その後は回復傾向にあり、令
和５年度は１３万人を超えた。
　
（１）経費の節減
　電力供給契約先の見直しなどの取組に加え、園
内の草刈り・修繕等を職員で対応するなど更なる
経費の縮減を図っていく。
　
（２）近隣観光施設等との連携
　従来からの県南観光施設との連携に加え、令和
４年７月３０日に公園敷地内にオープンした滞在
型観光施設や海の博物館と有機的に連携し相乗効
果を図る。

（３）おもてなしの向上
　テレビなど各メディア・SNSなど、新たな情報
発信ツールを活用した新規顧客の開拓とともに、
季節に応じた飾りつけ、清掃の徹底等おもてなし
の向上を通してリピート客増進の取組を促進して
いく。

2位
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和６年度）

３　団体の主な事業（直近の決算現在）

千円

【事業収支】 うち行政からの収入 うち県からの収入

【県の財政支出の有無】

有（近都県内） 補足説明 公募・入札要件を満たす民間事業者 有（委託料）

【外部収入】

87,941 0 107,572

【事業２】名称：勝浦海中公園施設管理運営受託事業 【事業区分】 収益事業

海中公園施設利用者が安全かつ快適に利用できるよう公園内の清掃、草刈り等の管理業務を千葉県から受託して行う。

【公共性】
　勝浦海中公園施設の管理運営を通じて、勝浦海中公園地区の保護に寄与している。

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】

無

うち県からの収入うち行政からの収入

0 千円千円千円千円千円千円

【事業収支】

19,631

補足説明 該当なし 無

【事業支出】

【事業区分】 収益事業【事業１】名称：海中展望塔運営事業

【事業内容】
　海中の窓から海底の様子が自然のまま観察できる海中展望塔を中心に勝浦海中公園のレクリエーション・教養文化施設の効率的な
整備と適切な管理運営を行うことにより、自然保護思想の啓発等を行う。

【公共性・公益性】
　海中展望塔を通じて、海の生物等について学びの機会を提供することにより、自然保護思想の啓発等に寄与している。また、県内
外の観光客に向け、広報活動等を行っており、観光施設として県南地域の観光入込客数確保に貢献している。

【事業支出】 【内部収入】 【外部収入】

【類似事業を行える他団体又は事業が競合する他団体の有無】

千円0 千円 2,780 千円 0 千円 2,780 千円 2,780

【県の財政支出の有無】

【内部収入】

2,780
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和６年度）

４　県の関与等の現状に関する見直し（現年７月１日現在　※ただし、（４）（６）は直近の決算現在）

0

（４）県が関与の理由と
している事業が関係する
県計画等の主な達成状況

【役職・業務内容】

【派遣等の必要性】

（１）当初の目的を踏ま
えつつ現在において必要
性を問い直してもなお、
出資又は出捐関係を維持
する意義

（２）類似団体や民間団
体などの他の担い手が存
在している場合において
もなお、出資又は出捐関
係を維持する意義

【名称】

【内容】（金額：○○千円）
○○○○

名県以外が負担県が負担【諸手当等を除く給料・報酬の負担者・人数】

【他の担い手が存在している場合であっても関係を維持する意義】

・当該団体の事業として、地元の新勝浦市漁業組合や、周辺施設である海の博物館と連携したイベントの
実施、ＰＲ活動を行っているため、県が直接運営するより、地域一体としての集客増を図ることができ
る。また、海中展望塔は団体が保有しており、他の団体が担うことも困難である。

（３）県が自ら施策を実
施することその他の事業
手法と費用対効果を比較
して、出資又は出捐関係
を維持する意義

・自然保護思想のかん養や勝浦海中公園地区の保護を目的として、当該団体を設立するに当たり、県が
1,500万円、地元市・団体がそれぞれ1,000万円を出資した。
・当該団体は、現在においても、設立時の目的に沿った公益性の高い事業を実施するとともに、夷隅地域
の観光振興に必要不可欠な団体であることから、出資状況を変更する特段の理由はない。

（６）運営費補助や赤字
補填等を目的とした財政
支出の名称、内容及び必
要性

名

（５）資本金等に占める
県の出資若しくは出捐の
割合又は金額の妥当性

【県が出資等した当初の目的】
　南房総国定公園勝浦海中公園内にレクリエーション・教養文化施設を建設し、これらの施設の管理運営
を適切かつ効率的に行うことにより、広く利用者の教養の向上と人間性の回復、自然保護思想のかん養と
海中公園地区の保護を図り、もって公共の福祉の増進に寄与する。

【関係を維持する現在の意義】
・自然保護の思想は、子どもから大人まで幅広い世代でかん養していく必要があり、また、自然公園の保
護も今後も継続していく必要があり、財団設立時と現在でその意義・重要性に変わりはない。
・また、海中展望塔運営事業は、自然保護思想のかん養に資するとともに、地域の観光振興にも貢献して
いることから、意義は認められる。

【県が関与の理由としている事業のうち、他の担い手が存在している事業】
事業●　○○○○

【必要性】

0（７）団体に勤務する県
現職者の役職・業務内容
と派遣等の必要性

【計画等名】
○○（対象期間：○～○）
【指標名】
○○（単位：○○）

【指標と事業の関係性及び達成状況】

基準（○年度） 実績（○年度） 目標（○年度）
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和６年度）

５　関与方針に基づく取組状況等（直近の決算現在）

５－２　経営健全化方針に基づく取組状況等（直近の決算現在）

※公社等外郭団体関与指針第５の１（２）に規定する次の法人に該当する場合で、要件の詳細は同細則４をご覧ください。

　・債務超過法人

　・実質的に債務超過である法人

　・近年の経常損益の状況から赤字が累積し、近い将来、債務超過に陥る可能性が高い法人 

　・県が多大な財政的リスクを有する法人

（１）策定要
件の該当性※

（３）取組実
績とその成果

（４）課題

※　関与方針とは、令和４年１２月２７日策定の「公社等外郭団体関与方針」であり、「関与方針区分」や「県としての具体的な取
組」は、そこから転記しています。

該当しない

・平成19年度以降、収支の赤字が続いており、経営改善のためには、入場料収入の増加を図る必要がある。
台風・コロナ前でも観光入込客数は毎年約10万人で推移してきたが、令和4年度はコロナウイルス感染症による外出
自粛要請の解除により、入込客数が平成21年度以来の12万人台に回復し、収支の黒字化を達成しており、令和5年度
も13万人台になったが、今後この客数の維持あるいは増加させることが課題である。
・また、海中展望塔や桟橋等の施設は令和2年度の総合点検の結果、展望塔空調設備の新規更新を指摘されるととも
に、定期的な点検や補修等の費用が大きな負担となり、財務状況への影響が懸念される。そこで、令和6年度は、海
中展望塔の空調設備の改修費用のため、勝浦市とともに補助金を出すことにした。

・海中展望塔の利用者数の減少傾向が続いており、正味財産が継続的に減少しているため、経費削減に加え、勝浦
市が進める再生計画に基づく地元地域と連携した集客増などにより、収支改善を求める。

・今後は、令和４年７月にオープンした勝浦市海中公園内の温浴施設や、朝市などの既存の観光資源を活用し、地
元地域と連携しながら、これまで以上の集客に努め、財団の経営改善を図る。

関与維持（県と連携した経営改善）
（１）関与方
針区分　※

・当該団体においては、観光入込客数を増加させるため、積極的な広報活動や自然体験イベントの開催などを行っ
ており、県としても、当該団体の支援として、県が作成する観光パンフレットへの掲載や来庁者へのチラシ配布な
どによりＰＲを行っているが、観光入込客数は毎年約10万人で推移しており、伸び悩んでいる状況にあった。
・さらに、令和元年9月の房総半島台風、10月の東日本台風や10月25日の大雨、令和2年2月からの新型コロナウイル
ス感染症拡大及びそれに伴う休館等の影響で大幅に入場者数が減少した。
・令和4年度は、新型コロナウイルス感染症による外出自粛要請が解除されたことにより、入場者数は平成21年度以
降では初めて、12万人台に回復し、令和５年度は13万人台と増えてきている。
≪海中展望塔入場者数≫
R 5年度　134,571人　　　 H28年度　108,869人
R 4年度　121,176人　　　 H27年度　113,905人
R 3年度　 89,572人　　　(H20年度　131,198人)
R 2年度　 68,441人　　　(H10年度　288,160人)
R 1年度　 81,424人　　　(H元年度　426,433人)
H30年度　100,380人　　　(S56年度　618,166人)　※年間営業初年度
H29年度　104,771人

（５）県とし
ての今後の対
応の方向性

（２）県とし
ての具体的な
取組　※
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和６年度）

６　地方自治法に基づく監査の状況（既に公表されている監査結果等）

（１）財政的援助団体等監査（地方自治法第１９９条第７項）

※1「監査結果」の「指摘事項」「注意事項」は県報別冊「監査結果」（いわゆる監査報告書）の内容を記入しています。

※2「措置の内容」は県報別冊「監査の結果に係る措置の通知の公表」（いわゆる措置公表）の内容を記入しています。

（２）包括外部監査（地方自治法第２５２条の３７第４項等）

※該当がある場合は、直近１年度分を記入しています。

無

元号　　年度

１つ前の実施年月日 令和5年10月6日

有

監査結果　※1 措置の内容　※2

【指摘事項】
該当なし

該当なし

【注意事項】
該当なし

該当なし

措置の公表年月日 有

監査結果　※1 措置の内容　※2

【指摘事項】
該当なし

該当なし

有直近の実施年月日 令和5年11月16日

該当なし

監査実施の有無

【注意事項】
該当なし

該当なし

２つ前の実施年月日 令和5年2月3日 措置の公表年月日 元号　　年　　月　　日 監査実施の有無

【注意事項】
該当なし

措置の公表年月日 元号　　年　　月　　日

措置の内容　※2

該当なし

元号　　年　　月　　日 監査実施の有無

監査結果　※1

【指摘事項】
該当なし

該当の有無

監査テーマ

元号　　年　　月　　日

監査結果
※以下のリンク先をご覧ください

措置の内容
※以下のリンク先をご覧ください

実施年度 措置の公表年月日
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和６年度）

７　組織運営等の状況（直近の決算現在）

（１）理事会等の状況

※「開催回数（書面）」では、延べ開催回数を実数計上し、書面開催の回数を（カッコ）で内数計上しています。

※「定例回数（書面）」では、定例的に開催している回数を実数計上し、書面開催の回数を（カッコ）で内数計上しています。

※「定例回数の平均出席率」では、書面開催を除く各回の理事等の出席率（出席者の数÷全構成員の数）を計算し、

　その和の平均（出席率の合計÷書面開催を除く定例回数）を計算して計上しています（百分率で小数点第１位を四捨五入）。

※「備置」とは、事務所に備え置いて閲覧の権利を有する者等が求めた際に、すぐに見られるようにすることです。

（２）監査の状況

※監査又は会計に識見を有する者の詳細は、公社等外郭団体関与指針細則７をご覧ください。

（３）採用している会計基準

（４）財務諸表等の作成・公表・備置の状況

※「公表」とは、団体のホームページや、その他法令で定める方法により公表することです。

※「備置」とは、事務所に備え置いて閲覧の権利を有する者等が求めた際に、すぐに見られるようにすることです。

有

義務回数
開催回数
（書面）

無

有

無 無

無

無 無

有 有

その
他欄

作成義務
の有無

作成の有無
公表義務
の有無

公表の有無

有

有

有 有 有

有 有 無 無 有

有 有 有

有 有 無 無 有 有

有 有

有 有 無 無 有

実施している外部的な監査の内容

該当なし

該当なし

補足事項

―

有

無 無

備置の有無

有

有 無

有個人情報保護に関する規程

有

有 有 無 無

有 有 無 無 有

有

有

備置義務
の有無

有

有 有

有 有 有

名称

無

義務の有無 就任の有無

有

無 無 有

無

有

有 無 無 有

無 無

有

無

監事又は監査役
としての就任

実施の有無

無

新公益法人会計基準（平成20年改正）

無 無 無 無

有 有 無 無 有

無

無 無 有

有

有 無 無 有

有

有有 無 無 有

有

有

有 無

業務の委託方法に関する規程

資金運用に関する規程

情報公開に関する規程

有

定例回数
（書面）

2

開催状況

備置義務の
有無

備置の有無

内部的な
監査

外部的な
監査

監査の状況
（行政による監査等は除き、

団体主体のものに限る）

有 有

理事会等の状況

理事会又は取締役会

議事録

定例回数の
平均出席率

作成義務の
有無

作成の有無

2 3 86%

社団法人の構成員である
社員の名簿

事業報告書

貸借対照表

正味財産増減計算書等又は
損益計算書若しくはその要旨

キャッシュフロー計算書

附属明細書

財産目録

事業計画書

収支予算書

役職員の報酬及び給与に関する規程

公認会計士又は監査法人

監査又は会計に識見を有する者

財務諸表等の名称

定款

役員名簿
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和６年度）

８　役職員等の状況

（１）常勤の役職員数 （単位：人） （各年度７月１日現在）

常勤役員数 ①～⑤の和

プロパー ①

民間人材　※1 ②

県退職者 ③

県現職者 ④

その他 ⑤

常勤職員数　※2 ⑥～⑨の和

プロパー ⑥

県退職者 ⑦

県現職者 ⑧

その他 ⑨

※1 「民間人材」とは、プロパー、議員、自治体の首長、行政職員（退職者を含む）等ではない外部の人材です。

※2 「常勤職員」とは、正規・非正規を問わず、団体が常勤職員として雇用している方です。

（２）常勤役職員の平均年収等の状況

※この表は実人員数に基づいて記入しています。

　実人員数とは、ある年度中の毎月1日現在の役職員数を合計して12か月で割り、小数点第2位を四捨五入しています。

※該当者が１名しかいない場合、個人情報保護の観点から平均年齢・年収は「＊」となっています。

９　中長期的な計画や達成目標となる指標の策定状況

項　目

0

42 43

0

人数（内数：県退職者及び県現職者）

平均年齢

3,968 4,074

例：4～6月（3か月間）の役員数が5名、7～12月（6か月間）が6名、1～3月（3か月間）が5名であった場合は、
（15人＋36人＋15人）/12か月=5.5人となります。

平均年齢

人）

現年度
（R6年）

1 1 1 1 1

直近４年度前
（R2年）

直近３年度前
（R3年）

前々年度
（R4年）

前年度
（R5年）

4 4 4

1 2 3 3 3

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

名称 公表方法

0

4

0

0

0 0 0 0 0

00 0 0

有

（一財）千葉県勝浦海中公園センター　経営計画

令和４年４月　～　令和７年３月

　海中公園を取り巻く経営環境が今後も厳しいものと予想される。このことから、経営安定のための経費削減
や各所との連携により入場者数の増加に努める。

指標１：入場料収入【実績(R5)】10,257万円【目標】6,200万円
指標２：レストラン・売店委託事業売上金【実績(R5)】233万円【目標】190万円

策定の有無

取組状況

　令和５年度は、新型コロナが５類感染症に移行し、行動制限がなくなったこと等に伴い、入場者数・入場料
収入が増加した。

策定年月日 令和4年4月1日

* *

* *

歳 歳

平均年収 千円 千円

平均年収

常勤職員

1 人）

0

3 2 1 1 1

0 0 0 0 0

0

直近決算（R5年）

4

未公表

項　目

千円

人（ 1 人（ 1

人数（内数：県退職者及び県現職者） 4 人（ 0 人） 4 人（

歳

1

歳

千円

常勤役員

概要

指標の達成状況

特記事項

0

対象期間

0 0 0

前年度決算（R4年）

0 人）
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和６年度）

１０　財務状況 （単位：千円又は％）

（１）貸借対照表

公益法人会計の場合

公益法人会計の場合（正味財産増減計算書等）

（３）主な経営指標

公益法人会計の場合

※正味財産が「０」又は債務超過の場合、「自己資本比率」「有利子負債比率」は計算できません。

35,000 0.00% 該当なし
参
考

基本財産 35,000

直近の増減理由
（対前年比10％以上の増減等）

入場者増加に伴う入場料収入の増
加

該当なし

該当なし

355,056 343,875 ▲ 3.15%
資
産

流動資産 47,932 52,378 80,973 54.59%

　うち有形固定資産 288,299 275,316 263,246 ▲ 4.38%

資産合計 415,188 407,434 424,848 4.27% 該当なし

　うち長期借入金 0 0 0

　うち有利子負債 0 0 0 ―

―

負債合計 31,989 14,121 12,058 ▲ 14.61%

固定負債 23,957

8,032

前々年度決算
（R３年）

前年度決算
（R4年）

直近決算
（R5年）

5,740 6,629 15.49%

4.95%

指定正味財産 35,000 35,000 35,000 0.00%

繰越損益相当額 348,200

正味財産合計 383,200 393,312 412,790

8,381 5,429 ▲ 35.22%

92.60%

正
味
財
産

一般正味財産 348,200

経常費用

当期指定正味財産増減額 0 0 0 ―

経常外費用 4,454 0 83 ―

▲ 20,808 10,183 19,631 92.78%

　うち管理費

97,580

当期経常外増減額 ▲ 83

358,312

前々年度決算
（R3年）

前年度決算
（R4年）

直近決算
（R5年）

596.76% 624.96% 1,491.49%

その他支出 70 70 70 0.00% 該当なし

項　目

流動比率（流動資産÷流動負債×100）

―

当期正味財産増減額 ▲ 25,332 10,113 19,478 92.60%

当期一般正味財産増減額 ▲ 25,332 10,113 19,478

92.30% 96.53% 97.16%

0.00% 0.00%0.00%

自己資本比率（正味財産÷（負債＋正味財産）×100）

有利子負債比率（有利子負債残高÷正味財産×100）

該当なし

該当なし

―

▲ 4,454 0

当期経常増減額

評価損益等 0 0 0 ―

5,474 8,093 8,138 0.56%

項 目

　うち事業収益 74,507

経常収益 76,772

構築物の減価償却の減少

職員３名分退職金の増加

該当なし

構築物の減価償却の減少
職員３名分退職金の増加

該当なし

該当なし

該当なし

94,100 90,721 ▲ 3.59%

100,985 107,682 6.63%

104,283 110,352

直近増減率
（前年度比）

5.82%

5.44%

該当なし

入場者増加に伴う正味財産の増加

35,000

負
債

流動負債

377,790

項　目
前々年度決算
（R３年）

前年度決算
（R4年）

直近決算
（R5年）

直近増減率
（前年度比）

直近の増減理由
（対前年比10％以上の増減等）

該当なし

該当なし

該当なし

0 0 ― 該当なし

経常外収益 0

　うち評価損益等 0 0 0 該当なし

入場者増加に伴う正味財産の増加

入場者増加に伴う入場料収入の増
加

該当なし

該当なし

該当なし

入場者増加に伴う正味財産の増加

該当なし

358,312 377,790 5.44%

固定資産 367,256

0 0

―

その他収入 0
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公社等外郭団体の経営状況等の評価に係る調査票（令和６年度）

１１　借入金等残高等の状況 （単位：千円又は％）

各年度の借入金等

各年度の償還金等

借入金等決算残高 ①＋②

経営難を理由としたもの ①＝③＋⑤＋⑦

それ以外のもの ②＝④＋⑥＋⑧

県 ③＋④

経営難を理由としたもの ③

それ以外のもの ④

県以外の行政 ⑤＋⑥

経営難を理由としたもの ⑤

それ以外のもの ⑥

民間その他 ⑦＋⑧

経営難を理由としたもの ⑦

それ以外のもの ⑧

県による損失補償等の額※ ⑨＋⑩

経営難を理由としたもの ⑨

それ以外のもの ⑩

※　損失補償等とは、損失補償、損失てん補又は債務保証です。

１２　総収入と県の財政支出等の状況

（１）総収入と県の財政支出等 （単位：千円又は％）

総収入 ①＝②～⑥の和

運用益収入 ②

会費収入 ③

寄附収入 ④

行政からの委託料等収入 ⑤

その他収入（②～⑤以外） ⑥

県の財政支出 ⑦＝⑧＋⑨＋⑩

対総収入割合 ⑦÷①

委託料 ⑧

対総収入割合 ⑧÷①

補助金・交付金・負担金 ⑨

対総収入割合 ⑨÷①

その他（⑧⑨以外） ⑩

対総収入割合 ⑩÷①

有価証券等損益 ⑪＋⑫

有価証券等評価損益（含み損益） ⑪

売却・償還・配当等損益（実損益） ⑫

（２）県からの財政的な支援（借入金及び損失補償等を除く） （単位：千円）

赤字補填等

経営難を理由とした追加出資又は出捐

―

―

10.29%

0 0 0

0 0 0

64,262 97,540 107,572

0 0 0 ―

12,510 6,743

保有・運用中の有価証券等の取得額

項 目

0 0 ―

0 0 0

項　目

運営費補助

前々年度決算
（R3年）

前年度決算
（R4年）

項 目
前々年度決算

（R3年）
前年度決算
（R4年）

直近決算
（R5年）

直近増減率
対前年度比

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0

―

0 0

0 0 ―

0 0 ―

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0

―

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0 0 0 ―

―

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

直近４年度前
（R1年）

直近３年度前
（R2年）

前々年度
（R3年）

前年度
（R4年）

直近決算
（R5年）

県
の
財
政
支
出
の
内
訳

12,510 6,743 2,780 ▲ 58.77%

16.30% 6.47% 2.52% ▲ 3.95%

0

0

直近増減率
対前年度比

76,772 104,283 110,352 5.82%

0 0 ―

2,780 ▲ 58.77%

直近決算
（R5年）

0 ―

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0

資
金
運
用
等

0 0 0 ―

0 0 0 ―

0 0 0 ―

借
入
・
償
還
先
の
内
訳

0 0 0

0.00%

0

0 0 ―

0.00% 0.00% 0.00% ―

12,510 6,743

0 0 ―

0.00% 0.00% ―

6.47% 2.52% ▲ 3.95%

2,780 ▲ 58.77%

16.30%

9/9


